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第 7 回協議会において、Ａ班からＤ班に分かれてまち歩きを実施し、どれくらいで解決で

きそうか短期・中期・長期の３種類に分類した中の「短期で解決できそうな課題」をまとめた

結果について説明を行いました。 

「短期で解決できそうな課題」は、道路に関しての課題として 11 項目（28 箇所）、公園

に関しての課題として 3 項目（６箇所）、その他の課題として１項目（１箇所）の計 15 項目

（35 箇所）の課題があげられました。 

開催日時：令和２年２月４日（火）19 時 00 分～ 

開催場所：いちょうプラザ １階多目的ホール 

参加人数：16 名 

開催内容： 

１）前回のおさらい 

２）身近な課題の対応方法について 

３）まちのルールのプラン作成② 

（建物の高さ、道路や隣接地と建物の間隔、 

敷地面積の最低限度、建物の色） 

４）総評 

 
 

古河市駅南地区 

まちづくりニュース №11 
R2.3 

第８回まちづくり協議会を開催しました！ 
今号のまちづくりニュースでは、第８回まちづくり協議会の開催内容についてご報告します。 

検討風景 

１）身近な課題の対応方法について 

１.第８回協議会開催報告 

■短期で解決できそうな課題（第 7回協議会まち歩き結果） 

第 8 回協議会では、第 7 回協議会のまち歩きの結果、市内部での庁内調整を行った結果を

踏まえて作成した「身近な課題の対応方法について」の説明、およびまちのルールのプラン作

成②として各項目においてグループワークを行いました。 
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  ■短期できそうなものの位置図（２～３年で対応できるもの） 

次に、第 7 回協議会のまち歩きの結果を踏まえて、市の担当部署や警察署、境工事事務所

と改めて現地を確認し、２～３年で対応できるものについての説明を行いました。 

次年度以降予算化ができ次第、順次対応していくことの説明を行いました。 
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今回のワークショップでは、まちのルールのプラン作成②として、（建物高さ、道路や隣接

地と建物の間隔、敷地面積の最低限度、建物の色）について、案の検討を行いました。 

検討に入る前段として、駅南地区にはどのようなまち並みが望ましいか、まち並みの将来像

について旗揚げアンケートを行い、その後、各項目においての現状のルールや参考イメージ等

について説明し、グループワークシートやエリア分類図をもとに、各班で検討を行いました。 

２）まちのルールのプラン作成② 

■旗揚げアンケート結果 まち並みの将来像について 

旗揚げアンケートの結果としては、エリア、土地利用に応じたまち並みの票数が多い結果と

なりました。 

■建物高さ 

  本地区は、本来、建物高さの制限はありませんが、土地区画整理事業予定区域のため、都

市計画法第 53 条（建築許可）の規制により、基本的に２階建て以下でないと建てられない

状況となっています。 

  建物高さについては、その他の基準により間接的に制限がかかることから、それぞれの用

途別に建ぺい率と容積率のイメージについて説明した後、ルールが必要かどうかワークシー

トを用いて検討を行いました。検討結果については次ページをご覧ください。 

○用途別 建ぺい率・容積率のイメージ 

建ぺい率
80％、
容積率
200％

建ぺい率
80％、
容積率
300％

建ぺい率
80％、
容積率400％

近隣
商業
地域

商業地域

建ぺい率60％、
容積率200％

第２種中高
層住居専用

地域

準工業
地域

第２種中高層
住居専用地

域

準住居
地域

近隣
商業
地域

地区中央 都計道沿い 国道沿い 県道沿い

○旗揚げ集計表 ○エリア分類図 
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  ■グループワーク結果（各班結果まとめ） 

○方向性および各班の意見（抜粋） 

・①地区中央については、低層な住宅地の票数が多い結果となり、意見としては、住宅地と

しての利用を考えた場合、３階建てが限界なのではないかといった意見が出されていまし

た。 

・①-２都計道沿道、②国道 4 号沿道、③県道沿道については制限無しの票数が多い結果と 

なり、都計道の車線数に合わせて野木原線は中層、上辺見線は高層なまち並みが良いとい 

った意見や幹線道路に面しているため、少しは高度利用ができるのではないか、国道、県 

道沿道に関しては本来の用途を優先すべきといった意見が出されていました。 

■道路や隣接地と建物の間隔 

  道路と建物の間隔については、現在ルールはない状況ですが、道路との間隔をあけて建て

ることにより、道路沿いにゆとりある歩行空間を確保できます。 

隣接地と建物の間隔は、民法上の50cmの壁面後退の義務がありますが、他地区の事例のよ

うに敷地規模が小さな世帯等では、火災時の延焼の危険性や住環境面（通風、採光等）を踏ま

え、制限をかけている場合があります。 

説明後、道路と建物の間隔と隣接地と建物の間隔の２つの項目についてルールが必要かどう

かワークシートを用いて検討を行いました。検討結果については次ページをご覧ください。 

 
○道路と建物の間隔(他地区事例) 

各 15ｃｍ程度 各 30ｃｍ程度 

○隣接地と建物の間隔(他地区事例) 

建
ぺ
い
率

容
積
率

低層
(1階～3階
建て)

中層
(4･5階
建て)

高層
(6・7階
建て) 制限無し 意　見

①地区中央
（第二種中高
層住居専用地
域、準工業地
域）

10 3 3 ・現状のルールで問題ないと思う。(Ａ班)
・住宅地としては３階が限界ではないか。（Ｃ班）

①-2都計道沿
い 1 6 2 7

・都市計画道路の車線数を考えると、上辺見線は高
　層なまちなみ、野木原線は中層なまちなみが良い
　のではないか。（Ｂ班）
・幹線道路に面しているので少し高度利用できるの
　はないか（Ｃ班）

300%

400%

10 ・既存建物の用途を優先すべき。（Ｃ班）
・土地活用を優先すべき。（Ｃ班）

80% ・既存建物の用途を優先すべき。（Ｃ班）
・土地活用を優先すべき。（Ｃ班）
・あえて制限を設ける必要はない。（Ｄ班）
・市としてのビジョンを出してくれないと分からない。
　（Ｄ班）

③県道沿道
（商業区域、
近隣商業地
域）

4 3 9

エリア

現在のルール 望ましいまちなみを考えよう

60%

200%

②国道４号
沿道
（準住居地
域、近隣商業
地域）

1 5
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■グループワーク結果（各班結果まとめ） 

■グループワーク結果（各班結果まとめ） 

○方向性および各班の意見（抜粋） 

・ルールが必要との意見が多い結果となりましたが、それぞれの項目の間隔において意見が 

分かれる形となりました。 

・道路と建物の間隔については、50ｃｍと 100ｃｍでほぼ同数の票数となりました。 

・隣接地と建物の間隔についてはメンテナンス用地の確保や火災等の延焼等の理由により間

隔を 100cm 必要との票数が多い結果となりました。 

 

■敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度について、敷地を小さく分割した場合の問題点、駅南地区の専用住宅の

宅地の敷地規模の割合、近年の建築許可の状況の割合及び、敷地を分割した場合のイメージ等

を説明し、ワークシートを用いて検討を行いました。 

○敷地を小さく分割した場合の問題点 ○敷地を分割した場合のイメージ 

○方向性および各班の意見（抜粋） 

・ルールが必要との意見が多い結果となり、敷地面積の最低限度としては 165 ㎡（50

坪）が多い結果となりました。 

検討
内容

ルールが
必要

ルールが
必要ない

意　見

道路と建物
の間隔 15 1

・制限があった方が良いが敷地の大きさにもよる。
　（Ａ班）
・最低限50cmは確保したい。（Ｃ班）
・災害があったとき建物の倒壊で道路が塞がる。
　（Ｄ班）

隣接地と
建物の間隔 15 1

・借家の部分を除けば、Ａエリアではそれほどぎりぎり
　に建っている家はない。（Ａ班）
・現在のルール（50cm）で十分であると思う。（Ｂ班）
・メンテナンス用地も必要。火災等の延焼も気になる。
　（Ｃ班）
・室外機の設置には１ｍ必要。（Ｄ班）

現状の民法の制限
だけでは隣接者の承
諾があれば隣地間隔
をあけなくてもよい

☑①50ｃｍ（民法）
（５）

☑②100ｃｍ（９）

□③その他

現在のルール
必要の場合はどのくら
いの間隔が必要かを

①～③から選択

道路と建物の間隔に
ついてのルールはあ

りません。

☑①50ｃｍ（７）

☑②100ｃｍ（６）

□③その他

ルールが
必要

ルールが
必要ない

意　見

12 4
・50坪は必要かと思う。（Ｃ班）
・小さい敷地ができえても始末に困る。（Ｄ班）

・相続で分割するとき、ルールが厳しいと大変。
　（Ｄ班）

現在のルール
必要の場合はどのくら

いの敷地面積かを
①～④から選択

（全域）
宅地造成で1,000㎡以上の土地を
分割する場合、敷地面積の最低限
度として165㎡の制限があるが、

その他では制限がない

☑①100㎡まで（３）

☑②165㎡まで（９）
□③200㎡まで
□④その他
  （　　　　　　）
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■グループワーク結果（各班結果まとめ） 

 
 

問い合わせ：古河市 都市建設部 区画整理課 〒306-0198 茨城県古河市仁連 2065 
TEL：0280－76－1511（代表） FAX：0280－77－1511 MAIL：kukakuseiri@city.ibaraki-koga.lg.jp 

 

■建物の色 

第 8 回協議会での質疑応答内容を紹介します。 

３）質疑応答（抜粋） 

①検討の進め方について 

30 坪程度の小さい土地を持っている地主さんや、大きい土地を持たれている方もいるかと思い

ます。 

そういう所について都市計画法第 53 条による 2 階建て以下の高さ制限を撤廃して、新たに地区

計画で高さの制限をかけて良いか悪いかを最終的にアンケートで地域に聞いていくのではないかと

思います。その辺の判断基準として市のまちづくりのビジョンがあって、その前提を基に、協議会

で検討していくのであれば良いが、根拠がない状態で、議論するのはしにくいのではないかと思い

ます。 

 
 
 
 
 

市  この協議会で検討した結果で決定ということではありません。初めから申し上げているとお
り、ワークショップで検討している内容は、皆さんそれぞれの生活に影響がでてきますので、
ここで決定ということではなくて、そこに市のまちづくりのビジョンを絡めて行きますので、
この場で検討した結果で即決定ということではありません。 

最終的には、アンケートをとり地域の方のご意見を聞きながら決定していきます。 
市のビジョンが無いと言うわけではなく、まずはこの地域に住んでいる方が、どのようなま

ちを望んでらっしゃるのかというのを把握したいという意図がありますのでご理解いただけれ
ばと思います。 

建物の色について、古河市の景観計画で定められている内容の説明を行い、500 ㎡以上か

つ高さが９ｍ以上の建物以外には制限が設けられていないため、延べ床面積、建物高さが基準

以下の建物に関してはカラフルな建物が建つ場合があることについて説明し、ワークシートを

用いて検討を行いました。 

○古河市景観計画の基準 ○カラフルな建物の色の例 

○方向性および各班の意見（抜粋） 

・ルールが必要との意見が若干多い結果となり、国道県道沿いには制限の必要がないといっ

た意見や、景観計画の対象とならない住宅にも制限をかけるべきといった意見が出ていま

した。 

検討
内容

ルールが
必要

ルールが
必要ない

建物の色彩 10 6

現在のルール 意　見

延べ床面積が500㎡
以下かつ高さ９ｍ
未満の住宅などは
ルールはない。

・国道や県道沿いは必要なし。（Ａ班）
・景観計画と同様な内容で規制内容を住宅規模までひろげるべき。（Ｃ班）
・ルールが必要だが、景観計画よりも使える色を増やす。（原色は×）（Ｄ班）


